
令和７年度 

鳥取県みんなで取り組む農業農村保全活動推進会議 

日時 令和８年２月２０日（金） 

午後１時３０分～ 

場所 鳥取県庁本庁舎４階 農林水産部会議室  

 

 

１  開  会 

 

 

２  あいさつ 

 

 

３  議  事  

（１）令和７年度（第１回）意見への対応状況     P６ 

 

（２）多面的機能支払の取組状況           P７～９ 

 

   （３）中山間地域等直接支払制度の取組状況      P10～1２ 

 

（４）環境保全型農業直接支払制度の取組状況     P1３～1５ 

 

（５）中山間ふるさと・水と土保全対策事業          P1６～2４ 

 

 

４  閉  会  

 

 



鳥取県みんなで取り組む農業農村保全活動推進委員会 

委員名簿 

 

 

１．委 員 

（敬称略 50 音順） 

氏 名 所 属 等 備 考 

影井 利成 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 事務局長  

小谷 知載 日田を良くする会 代表  

椿  善裕 公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 企画員  

山口 和宏 公立鳥取環境大学経営学部 准教授  

 

２．鳥取県及び委員会事務局 

氏 名 所 属 等 備 考 

足立  誠 農地・水保全課 課長  

山本 大輔 農地・水保全課 企画･保全支援担当 課長補佐 事務局 

福島 宏実 農地・水保全課 企画･保全支援担当 主事 事務局 

吉田 伊織 農地・水保全課 企画･保全支援担当 農林技師 事務局 
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鳥取県みんなで取り組む農業農村保全活動推進会議開催要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、日本型直接支払交付金（中山間地域等直接支払交付金、多面的機能

支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金）及び中山間ふるさと・水と土保全対策事

業（以下「農業農村保全活動推進事業」という。）実施に関する有識者等の意見を聴取

することを目的として開催する鳥取県みんなで取り組む農業農村保全活動推進会議（以

下「推進会議」という。）の運営について、必要な事項を定めるものである。 

 

（意見を求める事項） 

第２条 推進会議は、次の事項について、専門的見地等に基づく意見を聴取する。 

（１）農業農村保全活動推進事業の実施状況等の点検、評価に関する事項 

（２）農業農村保全活動推進事業の効果的な推進のための指導、助言に関する事項 

（３）中山間地域等直接支払交付金における知事特認地域の指定基準の検討に関する事項 

（４）その他必要な事項 

 

（構成員） 

第３条 推進会議は、意見を求める事項に関して知識又は経験を有する者のうちから農

地・水保全課長が依頼した者（以下「委員」という。）により構成する。 

 

（座長）  

第４条 推進会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は会議の進行を務めるものとし、座長に事故のあるときは、あらかじめその指名

する委員が代理する。 

 

（会議） 

第５条 推進会議は、農地・水保全課長が必要に応じて招集し、開催する。 

２ 農地・水保全課長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者を出席さ

せることができる。 

 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、農地・水保全課において行う。 

 

（雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等に関して必要な事項は、農地・

水保全課長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要領は、平成３１年３月１日から施行する。 
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委員会の設置根拠 

 「日本型直接支払制度（中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金、環境保全型農

業直接支払交付金）」及び「中山間ふるさと・水と土保全対策事業」では、それぞれの実施要綱、

要領等に基づいて、事業実施に係る点検や評価、調整を行うことを目的として、中立な第三者機

関を設置し、委員会を毎年度開催することとなっています。 
 

１．日本型直接支払交付金 

（１）中山間地域等直接支払交付金 

 ① 要領等による規定 

○実施要領第８の２： 

都道府県は、交付金の交付が計画的かつ効果的に推進されるよう市町村及び関係団体に

助言するとともに、交付金の交付状況の点検、市町村の対象農用地の指定の評価、特認地

域及び特認基準についての審査検討等を行う中立的な第三者機関を設置する。 

○実施要領の運用第１３： 

実施要領第８の「中立的な第三者機関」の構成員は、中山間地域問題等について高い学 

識経験を有する者であって、交付金の執行に当たって利害関係を有しない者とする。なお、 

既存の審議会、協議会等を活用する場合にあっても、交付金に係る利害関係者を除くもの 

とする。 

② 具体的な役割等 

  知事特認地域の認定基準見直しや、対策中間年及び最終年（３年目と５年目）に該当する

年度は、関係する審議や評価をいただく他、毎年度の交付金交付状況、各市町における取組

状況等を点検していただき、御指導・御助言をいただきます。 

 

 

（２）多面的機能支払交付金 

 ① 日本型直接支払推進交付金交付等要綱・県基本方針による規定 

○交付等要綱 （別紙１） 多面的機能支払交付金に係る推進事業第１の３（１） 

多面交付金の毎年度の実行状況の点検、多面交付金による取組の評価等を行うため、第

三者機関として、第三者委員会を設置する。 

○多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針）７の（２）の① 

  農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金の実施状況等の評価を行うため、第三者委

員会を設置・運営する。 

② 具体的な役割等 

  当該年度の交付金交付状況、各市町や集落における取組状況等を点検していただき、御指

導・御助言をいただきます。 

 

 

（３）環境保全型農業直接支払交付金 

① 要綱・要領等による規定 

○実施要綱第６の２： 

都道府県は、交付金による取組が計画的かつ効果的に推進されるよう市町村及び関係団

体に助言するとともに、交付金の交付状況の点検及び効果の評価を行う中立的な第三者機

関を設置する。 

○実施要領第１５： 

要綱第６の１及び２の中立的な第三者機関の構成員は、環境保全型農業について高い学

識経験を有する者その他環境の保全に関して知識や経験を有する者、公益を代表する者等

から選ぶものとする。ただし、交付金の執行に当たって利害関係を有する者を選ぶことは

できないこととする。 

なお、既存の審議会、協議会等を活用する場合にあっても、交付金に係る利害関係者を 

除くものとする。 
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○実施要領第１６： 

１ 事業の評価は、中間年評価及び最終評価とする。 

２ 都道府県知事は、市町村の協力を得て、中立的な第三者機関において、事業の評価を実

施するとともに、その結果を地方農政局長を経由して農産局長に報告することとする。 

 

② 具体的な役割等 

  対策中間年及び最終年（２年目と３年目）に該当する年度は、関係する審議や評価をいた

だく他、毎年度の交付金交付状況、各市町における取組状況等を点検していただき、御指導・

御助言をいただきます。 

 

 

２．中山間ふるさと・水と土保全対策事業 

 ① 要綱・要領等による規定 

○中山間ふるさと・水と土保全対策事業実施要綱 第７の１ 

都道府県は、保全対策事業を効果的に推進するため、学識経験者等から構成される都道

府県委員会を都道府県に設置するものとする。 

② 具体的な役割等 

  当該年度の事業の実施計画、実施結果に関して取組状況を点検していただき、御指導･御助

言を頂きます。 
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73
日
本
型
直
接
支
払

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

農
業
・農
村
の
多
面
的
機
能
の
維
持
・発
揮
を
図
る
た
め
、地

域
の
共
同
活
動
、中

山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
業
生
産
活
動
、自

然
環
境
の
保
全
に
資
す
る
農
業
生
産
活
動
を

支
援
しま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

地
域
の
共
同
活
動
、中

山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
業
生
産
活
動
、自

然
環
境
の
保
全
に
資
す
る
農
業
生
産
活
動
に
よ
る
農
業
・農
村
の
多
面
的
機
能
の
維
持
・発
揮

＜
事
業
の
全
体
像
＞

多
面
的
機
能
支
払

50
,0

48
（

48
,5

89
）
百
万
円

○
自
然
環
境
の
保
全
に
資
す
る
生
産
方
式
を
導
入
した
農
業
生
産
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、

活
動
の
追
加
的
コ
ス
ト
を
支
援

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払

 
2,

80
4（

2,
64

1）
百
万
円

緑
肥
の
施
用

有
機
農
業

堆
肥
の
施
用

【資
源
向
上
支
払
】

○
地
域
資
源
（
農
地
、水

路
、農

道
等
）
の
質
的
向
上
を
図
る
共
同
活
動
を
支
援

・水
路
、農

道
、た
め
池
の
軽
微
な
補
修

・生
態
系
保
全
な
どの
農
村
環
境
保
全
活
動

・施
設
の
長
寿
命
化
の
た
め
の
活
動

等

【農
地
維
持
支
払
】

○
多
面
的
機
能
を
支
え
る
共
同
活
動
を
支
援

・農
地
法
面
の
草
刈
り、
水
路
の
泥
上
げ
、農

道
の
路
面

維
持
等
の
基
礎
的
保
全
活
動

・農
村
の
構
造
変
化
に
対
応
した
体
制
の
拡
充
・強
化

等
※
担
い
手
に
集
中
す
る
水
路
・農
道
等
の
管
理
を
地
域
で
支
え
、規

模
拡
大
を
後
押
し

農
地
法
面
の
草
刈
り

水
路
の
泥
上
げ

水
路
の
ひ
び
割
れ
補
修

た
め
池
の
外
来
種
駆
除

近
年
の
農
村
地
域
の
高
齢
化
、人

口
減
少
等
に
よ
り、
地
域
の
共
同
活
動
等
に
よ
って
支
え
られ
国
民
全
体
が
享
受
して
い
る
多
面
的
機
能
（
国
土
保
全
、水

源
涵
養
、景

観
形
成
等
）
の
発
揮
に
支
障
が
生
じつ
つ
あ
る
こと
か
ら、
平
成

27
年
度
か
ら「
農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」に
基
づ
き
、地

域
の
共
同
活
動
に
よ
る

多
面
的
機
能
の
発
揮
を
促
進
す
る
制
度
とし
て
実
施
して
い
ま
す
。

多 面 的 機 能 の 発 揮

生
産
方
式

に
着
目

活
動
内
容

に
着
目

多 面 的 機 能 の

高 度 な 発 揮

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払

 2
8,

46
0（

26
,1

00
）
百
万
円

中
山
間
地
域

（
山
口
県
長
門
市
）

対
象
地
域

に
着
目

○
中
山
間
地
域
等
に
お
い
て
、農

業
生
産
条
件

の
不
利
を
補
正
す
る
こと
に
よ
り、
将
来
に
向
け
た

農
業
生
産
活
動
の
継
続
を
支
援

・農
業
生
産
活
動
（
耕
作
放
棄
の
防
止
活
動
等
）

・多
面
的
機
能
を
増
進
す
る
活
動

 （
周
辺
林
地
の
管
理
、景

観
作
物
の
作
付
等
）

【令
和
７
年
度
予
算
概
算
決
定
額

81
,3
12
（
77
,3
30
）
百
万
円
】
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令
和
６
年
度
鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り
組
む
農
業
農
村
保
全
活
動
推
進
会
議
（
第
１
回
）
で
の
意
見
へ
の
対
応
状
況

委
員
質
問

会
議
時
の
回
答

そ
の
後
の
対
応
状
況

1
中
山
間

廃
止
意
向
協
定
の
課
題
で
あ
っ
た
「
代
表
者

の
後
任
が
き
ま
ら
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

現
実
的
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
広
域
化
が

大
事
だ
と
考
え
ま
す
。

組
織
が
小
さ
く
な
る
と
活
動
し
て
い
く
こ
と
が
困

難
に
な
る
た
め
、
広
域
化
を
進
め
る
こ
と
で
、

代
表
者
の
選
定
や
事
務
処
理
が
得
意
な
人
の

確
保
も
よ
り
可
能
に
な
る
の
で
は
と
考
え
て
い

ま
す
。

令
和
7
年
度
か
ら
第
6
期
対
策
が
新
た
に
始
ま

り
、
体
制
整
備
単
価
や
加
算
措
置
の
取
組
メ

ニ
ュ
ー
が
更
新
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
向
け

た
取
組
に
対
し
て
単
価
の
上
乗
せ
や
加
算
金
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

協
定
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
統
合
、
多
様
な
組

織
の
参
画
が
推
し
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
R
8
か
ら
多

面
と
同
様
推
進
組
織
を
設
置
し
、
伴
走
支
援
が

行
え
る
体
制
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

2
農
山
村

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

今
回
農
山
村
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
組
織
と
し
て
初
め
て
知
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
う
い
っ
た
情
報
発
信
、
普
及
啓
発
と

い
う
の
は
誰
が
や
る
の
で
し
ょ
う
か
。

困
っ
て
い
て
も
、
情
報
が
な
い
と
動
く
こ
と
が
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
農
山
村
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
田
ん
ぼ
ダ

ム
の
出
前
研
修
会
を
希
望
さ
れ
た
市
町
村
に

対
し
実
施
し
た
と
こ
ろ
。
直
接
組
織
の
方
に
周

知
で
き
、
制
度
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る

組
織
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

令
和
7
年
度
に
お
い
て
も
、
田
ん
ぼ
ダ
ム
の
出
前

研
修
会
を
希
望
さ
れ
た
市
町
村
に
対
し
、
農
山

村
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
紹
介
も
併
せ
て
行
い
、
周
知

を
図
っ
て
い
ま
す
。
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令和７年度多面的機能支払の取組状況について 

令和８年２月２０日 

農地・水保全課 

１ 実施状況 

農家の高齢化や人口減少等により活動が困難な状況の中、活動継続のための個別相談による伴走支援等により、

カバー率は 53％を維持することができた。広報や各種研修会で広域化への誘導や組織外の団体との連携等を提案

し、活動再開や新規の掘り起こしを市町村と連携して対応している。 

カバー率：取組面積（交付対象農用地面積の内、農振農用地面積）／農振農用地面積 

(鳥取県農業生産１千億円プラン：R16目標カバー率60％)                       (単位：ha、％)                        

区   分 
令和６年度 令和７年度（見込み） 増減 

組織数 取組面積 ｶﾊﾞ-率 組織数 取組面積 ｶﾊﾞ-率 組織数 取組面積 ｶﾊﾞ-率 

農地維持支払 609 15,878 53 596 15,711 53 —13 —167 0 

(*)農地維持支払 → 農地法面の草刈り,水路の泥上げ,農道の砂利補充等の基礎的活動に支援【田3,000円/10a】 

(*)共同活動   → 水路,農道等の軽微な補修、農村環境保全活動(植栽,ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ)等に支援【田2,400円/10a】 

(*)長寿命化   → 水路,農道等の施設の長寿命化のための補修,更新等に支援【田4,400円/10a】 

（１）新規着手【15組織（２広域組織を含む）】 

（２）活動期間満了で再認定無し 

【△28組織（内６組織は２広域組織へ移行）】 

（３）令和７年度は若桜町が広域化に取り組み、カバー率が 

49.5ポイント増加した。(若桜町取組面積63→206ha) 

２ 事業の効果 

（１）耕作放棄地の発生防止 [農地維持支払] 

本交付金を活用し取り組む16,027ha（うち農振農用地15,711ha）の農地について、遊休農地化が防止され、耕

作可能な状態に保全管理されている。 

（２）農村環境の向上 [資源向上支払（共同活動）] 

非農家を含めた地域ぐるみで実施される農村環境保全活動を通じて、地域環境の維持保全や防災意識の向上が

図られている。 

（３）農業用施設の機能維持 [資源向上支払（長寿命化）] 

   老朽化が進む施設の補修等の活動により、安全・安心な営農に繋がっている。 

（４）農村地域コミュニティの維持・強化 

草刈りや水路の泥上げなどの総事や共同活動への参加をと

おし、地域の将来について、非農家を含めて地域で話し合うき

っかけとなり、地域住民で農村を守っていくという住民意識の

醸成が図られている。 

（５）優良事例 

  本県では全国に誇れる優れた取組が評価され、２件の受賞と

なり、県内活動組織に対して活性化に繋がる良い模範となって

いる。 

八頭町の「下町水土里会」が農林水産省と内閣官房共管事業

である『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』（第12回）の優

良事例に選定された（本県２年連続）。多様な組織との連携によ

る地域一体となった農村コミュニティ及び持続力向上を目指

し、農業法人と連携した有機農業の取組や、高齢者や障がい児

童との農業体験を通じた地域共生社会の実現のほか、能登半島

地震の被災地支援のため、農産物の提供や交流会の開催など多

様な取組が評価された。 

倉吉市の「四王寺地区資源保全会」が『多面的機能発揮促進

事業中国四国農政局長表彰（多面的機能支払）』の最優秀賞を受

賞し、本県において令和４年度から４期連続で最優秀賞受賞と

なった。「令和７年度多面的機能支払中国四国シンポジウムin

えひめ」において、約600名の参加者の前で、多様な組織と連

携した持続可能な地域農業の取組として、田植えや収穫祭など

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

選定証授与式（農林水産省講堂） 

 

 
令和７年度多面的機能支払中国四国シンポジウム 

inえひめ 四王寺地区資源保全会の事例発表 

（松山市立子規記念博物館） 
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のイベントを通じた地域コミュニティの強化、田んぼダムの取組など多様な取組が紹介された。 

３ 今年度の事業推進状況 

（１） 流域治水対策の推進 

県内全域への取組拡大を図るため、西部地域を中心に「田んぼダム出

前研修会」を６市町（合同開催含む）で実施した（参加者は計200名以

上（web含む））。取組のメリットや取組農家の事例紹介を行い、取組に

対する不安解消、補助事業等を紹介し、多くの活動組織が興味を示し、

令和８年度から取組開始する組織や取組を検討する組織が現れた。令

和７年度には新たに10地区（鳥取市１、若桜町２、智頭町２、倉吉市

３、琴浦町１、南部町１）で取組が開始され、東部地域のみならず中西

部地域でも取組が拡大している。 
(鳥取県農業生産１千億円プラン：R16目標田んぼダム取組面積750ha) 

田んぼダムの取組面積 ※過去に実施した地区含む (単位：ha) 

 

 

（２）事業継続に向けた働きかけ 

〇活動断念組織への対応 

令和７年度末に活動終了を念頭に置いている組織に対して、活動における課題等の聞取を行い、活動内容見直し、

規模縮小や近傍組織を含めた広域化への誘導等について、直接的な提案を関係機関と連携して実施した。また組織

外の力として、農山村ボランティアや共生の里の活用、土地改良区への事務委託を検討するなど、各種研修会にお

いてPRしており、組織外の団体との連携を積極的に推進した。さらに、今後の活動継続が懸念される町に対し、広

域化に向けた取組の提案を実施した。 

〇多面的機能支払研修会の開催 

活動組織を対象とした研修会を開催し、国や県から制度の留意点、外部組織との連携による活動継続のための支

援内容を説明した。また、全国水土里ネットより、令和８年度から実施予定の活動組織の体制強化に向けた取組に

ついて紹介した。（参加者約300名） 

（３）今後の対応 

流域治水対策について、田んぼダムの取組成果のノウハウ（堰板作成や水管理）や活用可能な支援事業等、田ん

ぼダム推進のためのエッセンスを盛り込んだ説明資料を市町村担当者へ提供し、今後は市町村を主体とし推進して

いく予定であり、県も必要に応じて市町村支援を行い、普及啓発を図る。 

事業継続に向けた働きかけについては、令和８年度以降も引き続き実施し、活動断念の意向を示す組織に、農山

村ボランティア等の農用地の保全を支援する制度の活用を推進するとともに、令和８年度から実施予定の「外部団

体等とのマッチングシステム」の活用を図る等、活動継続に向けて支援していく。 

４ その他課題と今後の対応 

（１）中山間地域等直接支払のみに取り組む組織への重複取組支援 

中山間地域等直接支払のみに取り組む組織に対し、多面的機能支払との重複取組が行えるよう、組織の活動状況

や構成員の状況等も考慮しつつ、交付金制度や事務手続きの具体について丁寧な説明を行い、新規着手に向けた推

進を図っていく。また、令和８年度からは、多面的機能支払の推進を担っている農地・水・環境保全協議会（鳥取

県土地改良事業団体連合会）の推進支援を中山間地域等直接支払にも拡大する予定であり、さらなる推進を図る。 

（２）多面的機能支払の十分な予算の確保 

資源向上支払（長寿命化）の国予算が地元要望額を下回っており、計画的な活動に支障を来している。国に対し

予算確保及び事務負担の軽減を要望するとともに、令和７年度国補正予算で創設された「防災・減災地域共同活動

支払交付金」の積極的な活用や他の補助事業の活用も推進し、地元の要望に応えていく。 

 

 

区 分 令和６年度 令和７年度（見込み） 増減 

組織数 取組面積 組織数 取組面積 組織数 取組面積 

田んぼダム 25 367.7 35 488.5 10 120.8 

区  分 
令和６年度 令和７年度 増減 

組織数 取組面積 ｶﾊﾞ-率 組織数 取組面積 ｶﾊﾞ-率 組織数 取組面積 ｶﾊﾞ-率 

多面的機能支払 

農地維持支払のみ 
154 9,170ha 30% 141 9,088ha 30% -13 -82ha 0% 

中山間直払のみ 180 1,478ha 5% 180 1,099ha 4% － -379ha -1% 

両施策重複 － 6,708ha 22% － 6,623ha 22% － -85ha 0% 

合計 － 17,356ha 58% － 16,810ha 56% － —546ha —2% 

 
田んぼダム出前研修会での普及啓発 

 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

要望額に対する国配分額 94％ 88％ 89％ 87％ 90％ 92％ 

 内、農地維持支払 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

 内、資源向上支払（共同） 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

 内、資源向上支払（長寿命化） 87％ 72％ 75％ 70％ 76％ 81％ 

 

8



備
考

活
交

付
金

活
交

付
金

活
交

付
金

交
付

金
交

付
金

交
付

金
交

付
金

交
付

金
交

付
金

動
対

象
動

対
象

動
対

象
対

象
対

象
対

象
対

象
対

象
対

象
組

農
用

地
内

、
組

農
用

地
内

、
組

農
用

地
内

、
農

用
地

農
用

地
農

用
地

農
用

地
農

用
地

農
用

地
織

面
積

農
振

農
用

地
織

面
積

農
振

農
用

地
織

面
積

農
振

農
用

地
面

積
面

積
面

積
面

積
面

積
面

積
H
2
6

水
田

畑
等

数
面

積
数

面
積

数
面

積
(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
%
)

(
h
a
)

(
%
)

①
A

a
②

②
’

③
=
②

/
①

④
④

’
⑤

=
④

’
/
①

④
－

②
④

’
－

②
’

⑤
－

③
⑥

⑦
=
⑥

/
①

⑧
⑨

=
⑨

/
①

⑧
－

⑥
⑨

－
⑦

⑩
⑪

=
⑩

/
①

⑫
⑬

=
⑫

/
①

⑫
－

⑩
⑬

－
⑪

鳥
取

市
5
,
3
8
5

4
,
3
2
4

1
,
0
6
1

1
9
3
,
2
0
1

1
2
9

2
,
8
2
4

2
,
6
6
8

4
9
.
5

1
2
8

2
,
8
2
5

2
,
6
6
3

4
9
.
5

-
1

1
-
5

-
 

2
,
4
4
7

4
5
.
4

2
,
4
6
4

4
5
.
8

1
7

0
.
4

2
,
0
2
5

3
7
.
5

2
,
0
2
2

3
7
.
5

-
3

-
 

岩
美

町
6
8
2

6
5
1

3
1

4
9
,
1
7
8

9
6
0
3

5
7
7

8
4
.
5

9
6
0
0

5
7
5

8
4
.
3

-
 

-
3

-
2

-
0
.
2

6
0
3

8
8
.
3

6
0
1

8
8
.
1

-
2

-
0
.
2

5
1
7

7
5
.
7

5
1
6

7
5
.
7

-
1

-
 

若
桜

町
2
8
9

1
9
2

9
7

1
9
,
7
7
2

6
6
3

6
3

2
1
.
8

2
2
0
6

2
0
6

7
1
.
3

-
4

1
4
3

1
4
3

4
9
.
5

6
2
.
1

2
0
6

7
1
.
3

2
0
0

6
9
.
2

6
2
.
1

2
0
6

7
1
.
3

2
0
0

6
9
.
2

智
頭

町
3
9
3

3
8
1

1
2

1
7
,
0
2
2

2
7

2
5
5

2
5
5

6
4
.
9

3
0

2
7
5

2
6
2

6
6
.
7

3
2
0

7
1
.
8

2
0
5

5
2
.
2

2
2
0

5
6
.
0

1
5

3
.
8

7
2

1
8
.
3

5
5

1
4
.
0

-
1
7

-
4
.
3

八
頭

町
1
,
8
3
2

1
,
3
8
8

4
4
4

8
1
,
5
0
2

5
6

1
,
0
9
2

1
,
0
8
1

5
9
.
0

5
4

1
,
1
0
0

1
,
0
8
5

5
9
.
2

-
2

8
4

0
.
2

1
,
0
4
0

5
6
.
7

1
,
0
4
7

5
7
.
2

7
0
.
5

9
5
3

5
2
.
0

9
6
1

5
2
.
5

8
0
.
5

倉
吉

市
3
,
4
9
2

2
,
3
6
3

1
,
1
2
9

1
3
0
,
3
0
4

8
0

2
,
0
6
8

2
,
0
6
5

5
6
.
8

7
9

2
,
0
6
2

2
,
0
5
8

5
8
.
9

-
1

-
6

-
7

2
.
1

1
,
5
4
9

4
2
.
6

1
,
5
7
5

4
5
.
1

2
6

2
.
5

1
,
6
1
9

4
4
.
5

1
,
5
9
1

4
5
.
6

-
2
8

1
.
1

三
朝

町
5
5
6

4
5
4

1
0
2

2
9
,
9
0
3

1
3
6
0

3
5
9

6
3
.
8

1
3
4
0

3
4
0

6
1
.
2

-
 

-
2
0

-
1
9

-
2
.
6

3
6
0

6
3
.
9

3
4
0

6
1
.
2

-
2
0

-
2
.
7

3
6
0

6
3
.
9

3
4
0

6
1
.
2

-
2
0

-
2
.
7

湯
梨

浜
町

8
0
3

4
9
6

3
0
7

3
2
,
1
1
7

6
4
4
7

4
4
3

5
4
.
2

7
4
4
7

4
4
4

5
5
.
3

1
-
 

1
1
.
1

2
7
1

3
3
.
1

2
7
4

3
4
.
1

3
1
.
0

4
4
3

5
4
.
2

4
4
4

5
5
.
3

1
1
.
1

琴
浦

町
2
,
4
3
8

1
,
3
5
3

1
,
0
8
5

8
1
,
9
0
9

4
0

1
,
1
5
4

1
,
1
5
4

4
7
.
3

4
0

1
,
1
7
1

1
,
1
7
0

4
8
.
0

-
 

1
7

1
6

0
.
7

8
3
0

3
4
.
0

8
6
6

3
5
.
5

3
6

1
.
5

1
,
0
8
7

4
4
.
6

1
,
1
0
4

4
5
.
3

1
7

0
.
7

北
栄

町
2
,
3
6
2

9
7
0

1
,
3
9
2

9
8
,
7
1
1

2
1
,
3
6
5

1
,
3
6
5

5
7
.
2

2
1
,
3
6
7

1
,
3
6
8

5
7
.
9

-
 

2
3

0
.
7

1
,
3
6
5

5
7
.
2

1
,
3
6
8

5
7
.
9

3
0
.
7

1
,
3
5
0

5
6
.
5

1
,
3
5
2

5
7
.
2

2
0
.
7

米
子

市
2
,
5
0
7

1
,
7
7
9

7
2
8

4
7
,
4
9
2

3
7

9
1
3

9
1
3

3
6
.
3

3
7

9
2
5

9
2
5

3
6
.
9

-
 

1
2

1
2

0
.
6

6
4
2

2
5
.
5

6
4
8

2
5
.
8

6
0
.
3

3
2
2

1
2
.
8

2
9
5

1
1
.
8

-
2
7

-
1
.
0

境
港

市
2
9
1

2
6

2
6
5

4
,
5
5
9

1
9
0

9
0

3
0
.
9

1
9
4

9
4

3
2
.
3

-
 

4
4

1
.
4

9
0

3
0
.
9

9
4

3
2
.
3

4
1
.
4

9
0

3
0
.
9

9
4

3
2
.
3

4
1
.
4

日
吉

津
村

1
1
3

7
7

3
6

4
,
5
1
7

1
7
9

7
3

6
4
.
0

1
8
6

7
6

6
7
.
3

-
 

7
3

3
.
3

7
9

6
9
.
3

8
6

7
6
.
1

7
6
.
8

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

大
山

町
3
,
9
3
3

2
,
0
2
7

1
,
9
0
6

1
0
6
,
1
0
6

7
1

1
,
8
8
1

1
,
8
8
1

4
7
.
9

6
3

1
,
7
4
9

1
,
7
4
9

4
4
.
5

-
8

-
1
3
2

-
1
3
2

-
3
.
4

1
,
1
6
8

2
9
.
7

1
,
1
6
2

2
9
.
5

-
6

-
0
.
2

1
,
5
2
6

3
8
.
8

1
,
4
0
0

3
5
.
6

-
1
2
6

-
3
.
2

南
部

町
9
2
7

8
0
6

1
2
1

3
7
,
6
8
1

3
2

5
4
9

5
4
4

5
8
.
7

3
1

5
3
0

4
6
6

5
0
.
3

-
1

-
1
9

-
7
8

-
8
.
4

4
1
6

4
4
.
9

4
1
9

4
5
.
2

3
0
.
3

4
4
1

4
7
.
6

4
1
6

4
4
.
9

-
2
5

-
2
.
7

伯
耆

町
1
,
5
0
2

1
,
0
8
6

4
1
6

2
8
,
8
0
0

3
0

5
8
7

5
8
8

3
9
.
1

2
8

5
5
0

5
5
0

3
6
.
6

-
2

-
3
7

-
3
8

-
2
.
5

1
4
9

9
.
9

9
9

6
.
6

-
5
0

-
3
.
3

3
7
9

2
5
.
2

3
2
8

2
1
.
8

-
5
1

-
3
.
4

日
南

町
1
,
3
8
9

1
,
3
0
3

8
6

8
3
,
4
8
7

2
6

1
,
1
0
3

1
,
1
0
3

7
9
.
4

2
6

1
,
0
5
0

1
,
0
2
9

7
4
.
1

-
 

-
5
3

-
7
4

-
5
.
3

1
,
0
3
6

7
4
.
5

1
,
0
0
6

7
2
.
4

-
3
0

-
2
.
1

9
6
1

6
9
.
1

9
4
9

6
8
.
3

-
1
2

-
0
.
8

日
野

町
3
1
4

2
7
7

3
7

1
3
,
5
7
8

2
8

2
5
7

2
5
6

7
3
.
6

2
9

2
5
1

2
5
1

7
9
.
9

1
-
6

-
5

6
.
3

7
1

2
0
.
4

7
0

2
2
.
3

-
1

1
.
9

1
4
5

4
1
.
7

1
2
8

4
0
.
8

-
1
7

-
0
.
9

江
府

町
6
1
8

4
0
2

2
1
6

2
2
,
5
0
7

2
7

4
0
1

4
0
0

6
4
.
7

2
8

4
0
0

4
0
0

6
4
.
7

1
-
1

-
 

-
 

4
4

7
.
1

6
1

9
.
9

1
7

2
.
8

2
7
1

4
3
.
9

2
7
0

4
3
.
7

-
1

-
0
.
2

鳥
取

県
全

体
2
9
,
8
2
1

2
0
,
3
5
4

9
,
4
6
7

1
,
0
8
2
,
3
4
7

6
0
9

1
6
,
0
9
0

1
5
,
8
7
8

5
2
.
8

5
9
6

1
6
,
0
2
9

1
5
,
7
1
1

5
2
.
7

-
1
3

-
6
1

-
1
6
7

-
0
.
1

1
2
,
3
7
2

4
1
.
6

1
2
,
6
0
8

4
2
.
3

2
3
6

0
.
7

1
2
,
5
6
8

4
2
.
7

1
2
,
4
7
2

4
1
.
8

-
9
6

-
0
.
9

注
1
）

農
振

農
用

地
面

積
①

は
、

令
和

６
年

度
確

保
す

べ
き

農
用

地
等

の
面

積
の

目
標

達
成

状
況

に
関

す
る

調
査

よ
り

（
経

営
支

援
課

か
ら

）

　
　

な
お

、
農

村
農

用
地

面
積

①
は

、
荒

廃
農

地
（

Ａ
分

類
【

伐
根

、
整

地
、

客
土

等
で

再
生

す
る

事
で

、
通

常
の

農
作

業
に

よ
る

耕
作

が
可

能
と

な
る

見
込

み
。

】
）

を
除

い
た

面
積

と
す

る
。

注
2
）

合
計

数
値

は
、

四
捨

五
入

の
関

係
で

内
訳

の
計

と
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

カ
バ

ー
率

カ
バ

ー
率

カ
バ

ー
率

面
　

積

（
千
円
）

資
源

向
上

支
払

（
長

寿
命

化
）

農
　

振
R
6

R
7

増
減

R
6

R
7

増
減

R
6

R
7

増
減【

資
料

１
】

Ｒ
６

年
度

及
び

Ｒ
７

年
度

（
見

込
）

　
多

面
的

機
能

支
払

交
付

金
の

実
施

状
況

一
覧

表
農

地
・

水
保

全
課

令
和

８
年

２
月

２
０
日

市
町

村
名

Ｒ
７

事
業
費

農
地

維
持

支
払

資
源

向
上

支
払

（
共

同
活

動
）

農
用

地

カ
バ

ー
率

カ
バ

ー
率

カ
バ

ー
率

カ
バ

ー
率

カ
バ

ー
率

カ
バ

ー
率

【
参
考
】

H
2

6
3

9
.9

%
H

2
7

4
5

.0
%

H
2

8
  

 4
8

.0
%

H
2

9
5

0
.1

%

H
3

0
5

1
.1

%
R

1
  

 5
0

.8
%

R
2

5
1

.9
%

R
3

5
1

.9
%

R
4

5
3

.1
%

R
5

5
3

.3
%

【
参
考
】

H
2

6
 

3
2

.2
%

H
2

7
3

3
.8

%

H
2

8
3

5
.2

%
（

3
5

%
）

H
2

9
3

6
.8

%

H
3

0
3

8
.2

%
R

1
  

  
 3

8
.5

%

R
2

3
9

.3
%

R
3

4
0

.3
%

 

R
4

4
1

.6
%

R
5

4
1

.6
%

【
参
考
】

H
2

6
3

4
.9

%
H

2
7

3
5

.1
%

H
2

8
 

3
6

.1
%
（

3
7

%
）

H
2

9
3

6
.7

%

H
3

0
3

8
.3

%
R

1
  

  
  

3
9

.1
%

R
2

4
0

.2
%

R
3

4
1

.1
%

 

9



中山間地域等直接支払制度の取組 

                              令和８年２月  

                                農地・水保全課  
 

１ 制度の概要  
  農業生産条件の不利な中山間地域等と平地との生産コスト差を補填する制度。令和７年度から令和１１

年度までが第６期対策であり、令和７年度は初年度。 
   【交付単価】田 急傾斜(1/20 以上)：21 千円/10a、緩傾斜(1/100 以上)：8 千円/10a 
             畑 急傾斜(15 度以上)：11.5 千円/10a、緩傾斜(8 度以上)：3.5 千円/10a 
 
２ 実施状況 
（１）実施市町村・交付面積の状況等 ⇒別紙  
（２）交付面積等の推移 

区  分 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７（見込） 
市町村数 １７    １７ １７ １７ １７ １７ １７ 
協定数 ６４１   ５９９ ６０５ ６１６ ６２９ ６３５ ５６１ 
交付面積(ha) ７，９７２ ７，５９５ ７,７０５ ７，８４５ ８，０７４ ８，１７３ ７，７２２ 
交付金額(百万円) １，１１７ １，１００ １，１１３ １，１２９ １，１３９ １，１５５ １，１５４ 

   
（３）協定面積の前年度との比較  

・増：１10ha（新規協定の立ち上げ、既存協定の隣接農地取り込み等） 
・減：453ha（高齢化による活動継続断念、建設用地への転用による農地除外等による減） 

主な協定数・取組面積 計 概要 
【新規協定のあった市町】 
鳥取市（1 協定：  3ha） 
若桜町（2 協定：80ha） 
三朝町（1 協定：  1ha） 
伯耆町（1 協定：  7ha） 
日南町（1 協定：  6ha） 
               計 5 市町 6 協定  
 
【面積拡大のみ】 
八頭町（2ha）    1 町 

 
 
 
 

97ha 
 
 
 
 

2ha 

【新規地区の概要】 
・鳥取市 新規 1 協定、3ha 増加 
集落からの相談から始まり集落協定 1 件が新規増加 

・若桜町 新規 2 協定、80ha 増加 
 既存の協定農用地及び新規農用地を統合し、2 協定
に集約 
・三朝町 新規 1 協定、1ha 増加 
集落からの相談から始まり集落協定 1 件が新規増加 

・伯耆町 新規 1 協定、7ha 増加 
集落からの相談から始まり集落協定１件が新規増加 

・日南町 新規 1 協定、6ha 増加 
 既存の集落協定が２協定に分かれ、１協定増加 

【面積縮小の市町】 
鳥取市（△17 協定：△112ha） 
岩美町（△1 協定：△7ha） 
智頭町（△3 協定：△19ha） 
倉吉市（△2 協定：△15ha） 
三朝町（△3 協定：△30ha） 
湯梨浜町（△1ha） 
琴浦町（△1 協定：△30ha） 
米子市（△1 協定：△6ha） 
大山町（△11 協定：△185ha） 
南部町（△1 協定：△19ha） 
伯耆町（△1 協定：△34ha） 
日南町（△2 協定：△47ha） 
日野町（△13ha） 
江府町（△3 協定：△34ha） 

 計 14 市町 46 協定  
 
【協定数減少のみ】 
若桜町（△30 協定） 
八頭町（△4 協定） 

計 2 市町 34 協定  
 

   
 
 

 △552ha 

・高齢化や担い手不足により協定の継続が困難となり、
期の変わり目を契機として協定の継続を断念。 

・農地転用や返還に関連して面積が減少 
・構成員の死亡等により農地維持が困難となり、一部協
定農用地を除外。 

 
※鳥取市及び智頭町で協定の統合があり、既存協定数
が２減少 

計 74 協定減 
453 ㏊減 

（注）合計数値は、四捨五入の関係で内訳の計と一致しない場合がある 

※増減の 0.5ha 未満の市町は省略 
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（４）今年度の取組状況  

  ・第６期対策の初年度（R7 年度）にあたり今期で廃止される協定へ市町を通じて聞き取りを行い、活動

継続のための個別相談会の希望を聞き取った。いずれの廃止予定の協定も廃止意向が強く、市町

からの個別相談会の希望はなかった。 

  ・市町の事務負担に関するアンケート調査を実施し、大部分の市町が協定書の修正・認定作業や実施

地区の現地確認・地図作成等に負担を感じていることや、半数の市町がネットワーク化加算、スマー

ト農業加算に関する情報提供等の中間支援や、事業未実施地区の新規掘り起しが不十分だと感じ

ていることが明らかになった。市町担当者の事務負担の軽減や集落協定への十分なサポート体制を

構築することを目的として、R8 年度から中山間直払の推進組織を設置する方向で県土連と調整中。 

  ・県内でまだ取組のない棚田地域振興活動加算の実施に向け、江府町の指定棚田地域の指定及び

棚田地域振興活動計画の作成について、他県の事例提供を始め作成の指導・助言を行った。 
【棚田地域振興活動加算】認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算。 

 
（５）今後の対応  

・廃止後の協定が復活する場合もあるため、廃止協定の追跡調査を行い、復活の働きかけを行う。 
・未実施地区に事業紹介を行い、協定の新規掘り起こしを行う。 
・複数の集落協定のネットワーク化や統合により、廃止意向のある協定や既廃止協定を既存協定に組
み込み、協定農用地の拡大が図られるよう市町を通じて集落協定へ働きかけを行う。 

・１０割単価を受けるためのネットワーク化活動計画の作成や、ネットワーク化加算、スマート農業加算
等の加算取組の拡大について、推進組織・市町村と連携して伴走支援を行う。 

【体制整備単価】他組織との連携・統合等の体制づくりを促進するための計画の作成により 10 割単価交付。 
【ネットワーク化加算】複数の集落協定をネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と

農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算。 
【スマート農業加算】スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算。 
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令和７年度中山間地域等直接支払交付金事業の実施状況（見込み）について 

令和８年２月 

農地・水保全課 

１ 実施市町村  

※鳥取県内19市町村の内、17市町村で制度に取り組む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 協定の取組  

   ○協 定 数 561 協定〔集落協定：543、個別協定：18〕 

   ○交付金見込額 1,153,679 千円 

   ○交付見込面積 7,722ha 

 【交付面積の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【協定加算の状況】 

    ○超急傾傾斜農地保全管理加算 151ha〔協定数：26（集落協定：25  個別協定：1）〕 

    ○ネットワーク化加算     432ha〔協定数：11（集落協定：11）〕 

    ○スマート農業加算     1,992ha〔協定数：86（集落協定：86）〕 

        ○集落機能強化加算      301ha〔協定数： 9（集落協定： 9）〕  

 

実施市町村（１７） 

地域振興３法内市町村（１２） 

 

岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、 

三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、 

大山町、日南町、日野町、江府町 

知事特認（１） 

 

米子市 

未実施市町村（２） 

対象農地なし（２） 

 

境港市、日吉津村 

 

 

鳥取市、倉吉市、南部町、

伯耆町 

併用（４） 

農振農用地面積 ３０，６３２ha 

交付見込面積 ７，７２２ha 

通常地域 

7,100 ha 

特認地域 

622 ha 

   

  田 

7,042ha 

  

 畑 

58ha 

採草 
放牧地 

0ha 

  田 
610ha 
  畑 

12ha 
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環境保全型農業直接支払制度の取組 

 令和８年２月 

                                  農地・水保全課 
１ 制度の概要 

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する取組と合
わせて行う取組へ支援。Ｒ７年度から第３期開始であり、Ｒ７年度は初年度。 

  
（交付対象取組・単価） 

  ・堆肥の施用：炭素貯留効果の高い堆肥の施用（3,600 円／10a） 
  ・緑肥の施用：緑肥の作付・土壌還元（5,000 円／10a） 
  ・炭の投入：炭の施用（5,000 円／10a） 
  ・総合防除（そば等雑穀、飼料作物以外）：IPM 実践指標に基づく管理（4,000 円／10a） 
  ・総合防除（そば等雑穀、飼料作物）：同上（2,000 円／10a） 
  ・有機農業（そば等雑穀、飼料作物以外）：化学肥料及び化学合成農薬を使用しない 

（14,000 円／10a） 
  ・有機農業（そば等雑穀、飼料作物）：同上（3,000 円／10a） 
  ・有機農業（炭素貯留効果の高い）：そば等雑穀、飼料作物以外で、堆肥、緑肥、炭のい

ずれかを施用し、化学肥料及び化学合成農薬を使用しない（16,000 円／10a） 
 ・地域特認取組[鳥取県：該当なし]（2,800 円～8,400 円／10a） 

・取組拡大加算（有機農業）：新規有機農業者に組織で技術指導実施（4,000 円／10a） 
 
 （農業者要件） 
  ・複数の農業者で構成される任意団体又は法人（農協除く） 
  ・販売を目的とした生産 
  ・環境負荷低減のチェックシート 
 
２ 取組状況 
（１） 令和７年度の取組状況（別紙１及び別紙２を参照） 
  ・取組件数：３９件（前年度比△１０件） 
  ・交付対象面積：３５１ｈａ（前年度比△２００ｈａ） 

・交付額：２２，６６４千円（前年度比△８，６３６千円） 
（減少理由） 

    第３期で取組メニューから外れた長期中干し、秋耕、冬期湛水で△78ha、単価の減少
により堆肥の施用で△47ha、緑肥の施用で△82ha と各取組で大幅減となり、新規の取
組メニューがほぼ取り組まれなかったため。 

（２）県の推進状況 
 ・市町担当者への令和７年度事業説明会の実施（R７年５月） 

  ・農業改良普及所・農業振興課への技術的協力及び農家への情報提供（PR チラシ）を依 
   頼し、体制整備（R７年７月） 
  ・みどり認定の取得に係る説明会の実施（R７年１２月～R８年３月） 
  ・令和７年度鳥取県有機・特栽推進塾の開催（R８年２月） 
 
３ 課題 
  ・第２期に比べて第３期では緑肥の施用及び堆肥の施用の取組単価が低く大幅に取組面積

が減少している。令和９年度から始まる新たな環境保全型農業直接支払制度でも同様に
単価の減少があった場合同様の事態が想定されるため、取組面積減少への対応が必要。 

 
４ 今後の対応 
  ・現在の環境保全型農業直接支払制度は令和８年度に終了予定であり、令和９年度から新

たな環境保全型農業直接支払制度が開始する予定。新制度ではみどり認定の取得が必須
とされているため、引き続きみどり認定の取得に係る説明会を実施し、新制度開始前の
みどり認定の取得推進を図る。 

 
【第３期対策の取組・単価（10a あたり）】 
・有機農業   12,000 円 → 14,000 円 ・長期中干し・秋耕 → 廃止(多面移行) 
・堆肥の施用   4,400 円 → 3,600 円 ・冬期湛水(特認) → 廃止(多面移行) 
・ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ(緑肥) 6,000 円 → 5,000 円  
・総合防除（IPM）     新設 4,000 円  
・炭の投入        新設 5,000 円    
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別紙２ 

対象活動の年次推移 

 

※令和７年度面積の減少理由は、期の変わり目に伴う取組項目の変更により、不耕起播種や長期中干し、

秋耕が取組メニューから無くなり、また、前年度堆肥や緑肥の施用の取組をしていた対象者が、単価の減

少により今年度から申請を取りやめたため。 

※「－」はその年度での取組メニューに含まれないもの 

 

項  目 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

R7 年度 

（見込

み） 

実施市町村数 14 14 14 14 16 17 

取組件数（団体数等） 40 41 41 45 49 40 

交付対象面積計 

（ｈａ） 

556 527 451 498 551 351 

交付額計（千円） 32,050 28,721 28,134 29,166 31,300 22,664 

堆肥の施

用 

実施件数 19 18 19 23 21 16 

実施面積  205 168 186 203 210 163 

 交付額  9,031 7,396 8,184 8,922 9,229 5,867 

緑肥の施

用 

実施件数 20 17 18 19 21 15 

実施面積  185 173 148 142 176 94 

交付額 11,113 10,365 8,858 8,525 10,564 4,708 

有機農業 実施件数 12 20 16 19 20 20 

実施面積  83 72 77 79 88 92 

交付額  9,588 8,076 8,850 9,075 10,060 11,976 

炭の投入 実施件数 － － － － － 1 

実施面積  － － － － － 2 

交付額  － － － － － 113 

長期中干

し 

 

実施件数 1 1 0 1 3 － 

実施面積  28 28 0 15 23 － 

交付額  224 224 0 120 184 － 

秋耕 実施件数 3 4 1 5 5 － 

実施面積  24 50 7 25 30 － 

交付額  191 404 56 202 238 － 

(地域特認)

冬期湛水

管理 

実施件数 6 5 7 8 5 － 

実施面積  31 35 33 35 25 － 

交付額  1,903 2,256 2,186 2,324 1,025 － 
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中山間ふるさと・水と土保全対策事業 
 
１ 鳥取県中山間ふるさと農山村活性化基⾦の概要 

県基⾦名 鳥取県中山間ふるさと農山村活性化基⾦ 

設置目的 

 山村振興法により指定された振興山村、過疎地域⾃⽴促進特別措置法に規定する過疎地域その他
⾃然的、経済的、社会的諸条件に恵まれない地域において、住⺠が共同して⾏う農山村が保有する多
様な機能の維持及び強化並びに利⽤及び活⽤に係る活動等を推進しもってこれらの地域の農山村の活
性化を図ること。 

国事業名 
中山間ふるさと・水と土保全対策事業 

（通称︓水土基⾦） 
中山間ふるさと・水と土保全推進事業 

（通称︓棚⽥基⾦） 

造成期間 平成５〜９年度 平成１０〜１２年度 

基⾦残⾼ 
(R７末 
⾒込) 

６３０，５４９千円 ４２５，１３３千円 

１，０５５，６８２千円（県２／３、国１／３） 

国要綱 

 中山間地域において、農地や土地改良施設の
有する多面機能の良好な発揮と地域住⺠活動
の活性化を図るため、地域住⺠活動を推進する
人材の育成、施設や農地の利活⽤及び保全整
備等に対する支援を⾏う。 

 棚⽥及び周辺土地改良施設の有する多面的機能
の良好な発揮と地域住⺠活動推進を図り、中山間
地域の農業・農村の活性化を資することを目的とした
都市住⺠等の活動参加ネットワークの構築・運営、
地域住⺠活動を推進する人材の育成、施設や農地
の保全・利活⽤活動等に対する支援等を⾏う。 

対象事業
の概要 

○土地改良施設・農地の機能の強化・保全に
関する調査研究 

○地域住⺠活動の活性化などのための研修 
○保全対策事業の必要性等の啓発 

○都市住⺠等の保全活動への参加促進・支援 
○住⺠組織が⾏う保全活動の推進 
○住⺠組織が⾏う保全活動経費への助成 

 
２ 令和７年度における主な基⾦充当事業⼀覧                         （単位︓千円） 

事業名 内容 基⾦ R７予算 
R７実績
（⾒込） 

みんなで取り組む農山村保全活
動支援事業 

・農山村ボランティア事務局委託 
・とっとり共生の⾥ 

水土 
棚⽥ 

13,016 12,352 

DX を活⽤した農業水利施設管
理推進事業 

・農業水利施設の施設管理体制整備 水土 7,200 6,369 

ため池管理適正化・防疫対策推
進事業 

・ため池の管理状況調査及び貯水量調査 水土 6,100 6,084 

合計   26,316 24,805 

 
３ 令和７年度における基⾦の運用状況 
  ○ 運⽤益       ７，０３７千円（債券運⽤、⼤⼝定期預⾦による運⽤益） 
  ○ 取崩予定額   １７，８２２千円（元⾦取り崩し） 

※毎年度の事業費は、国の要綱等により前年度末基⾦残⾼の５％が上限となっている。 
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４ 基⾦事業の実施に係る５ヶ年計画 

  本基⾦事業では、成果目標・必要事業量等を明確化した複数年にわたる事業実施計画を策定することとなって
おり、事業実施計画に基づく計画的な事業実施に加え、各年度及び目標年度における成果目標に対する事業実
績の評価を⾏うこととしている。 

 
○ 現計画 ・・・令和７年度から令和１１年度までの５年間 

 
 
５ 基⾦事業の評価ついて 

  本基⾦事業は、造成年から相当期間を経過しているため、基⾦事業として実施することの必要性や透明性、基⾦
規模の妥当性などについての検討や適切な対応を求められているところ。 

 
 本県の対応状況 

上記基⾦を巡る昨今の情勢を踏まえ、次の点について検討・対応をしつつ、適切な基⾦の管理及び事業実施を
進めているところ。 

項目 検討・対応等 
基⾦事業としての性質
の該当性 

実施事業について基⾦⽅式によることの妥当性（複数年度にわたる事業、弾⼒的
な支出が必要、複数年度にわたる財源確保など）を判断するため、第三者からの
意⾒を踏まえた客観的な判断を継続的に実施。 

 第三者からの意⾒は本委員会を活⽤ 
基本的事項の公表に
係る規定の整備 

基⾦の運営及び管理に関する基本的事項等の情報を県ホームページ掲載し公
表。 

 以前より対応済み（基⾦の概要、事業実施計画、第三者委員会による評
価、各事業の実施状況、基⾦運⽤状況等） 

保有割合等の報告に
係る規定の整備 

保有割合等を国に報告するなどし、基⾦規模を客観的に把握するとともに、基⾦規
模の妥当性を適切に確認 

 基⾦の保有割合として、基⾦の毎年度の事業費上限額（前年度末基⾦残
⾼の 5％）に対する事業計画額の割合を指標値として設定し、基⾦の必要
性、基⾦規模の妥当性について第三者からの意⾒を踏まえ客観的な判断を継
続的に実施。 
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複

合
的

に
展

開
して

い
くか

が
今

後
も

重
要

な
課

題
とな

って
い

る
。 

 事
業

実
施

の
基

本
⽅

針
  

「鳥
取

県
農

業
生

産
１

千
億

円
達

成
プ

ラン
」に

基
づ

き
、社

会
貢

献
活

動
に

意
欲

的
な

ボ
ラン

テ
ィア

や
企

業
、市

街
地

住
⺠

組
織

とい
った

多
様

な
外

部
サ

ポ
ー

ター
と連

携
した

地
域

農
業

の
推

進
や

地
域

資
源

の
保

全
・活

⽤
へ

の
取

組
を

支
援

す
る

とと
も

に
、農

地
・農

業
⽤

施
設

に
係

る
維

持
管

理
労

⼒
の

低
減

、⻑
寿

命
化

、防
災

減
災

に
向

け
た

調
査

研
究

並
び

に
普

及
啓

発
等

へ
の

支
援

を
通

じて
、地

域
農

業
の

維
持

・活
性

化
を

図
って

い
く。

 

 目
指

す
姿

  
多

様
な

サ
ポ

ー
ター

との
連

携
や

関
係

人
⼝

の
増

加
に

よ
り、

中
山

間
地

域
の

特
性

や
資

源
を

活
か

した
生

産
活

動
や

保
全

活
動

、魅
⼒

づ
くり

が
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、農
村

地
域

を
守

り、
支

え
て

い
く新

た
な

人
の

流
れ

や
体

制
が

構
築

され
て

い
くこ

とを
目

指
す

。 
２

. 
本

事
業

計
画

に
基

づ
き

達
成

す
べ

き
目

標
と指

標
 

番
号

 
達

成
す

べ
き

目
標

 
指

標
 

活
⽤

事
業

 

①
 

農
業

・農
村

の
保

全
、活

性
化

に
係

る
共

同
活

動
に

多
様

な
人

材
が

参
画

す
る

地
域

数
の

増
加

 
多

様
な

人
材

の
参

画
地

域
数

 
（

単
年

及
び

累
積

）
 

・と
っと

り農
山

村
資

源
保

全
活

動
推

進
事

業
（

継
続

）
 

・共
生

の
⾥

推
進

加
速

化
事

業
（

継
続

）
 

・む
ら・

ま
ち

支
え

合
い

共
生

促
進

事
業

（
継

続
）

 

②
 

農
業

農
村

の
防

災
対

策
等

に
関

す
る

取
組

地
域

の
拡

⼤
 

研
修

会
の

実
施

 
・農

村
防

災
体

制
強

化
事

業
（

継
続

）
 

③
 

農
村

地
域

の
防

災
⼒

向
上

を
図

る
た

め
、た

め
池

の
適

正
管

理
の

実
施

 
調

査
研

究
の

取
組

数
 

・た
め

池
管

理
適

正
化

・防
疫

対
策

推
進

事
業

（
継

続
）

 

④
 

農
業

・農
村

等
の

保
全

や
機

能
発

揮
に

向
け

た
施

設
維

持
管

理
を

推
進

 
シ

ス
テ

ム
を

活
⽤

し
た

施
設

点
検

結
果

の
登

録
数

 
・D

X
を

活
⽤

した
農

業
水

利
施

設
管

理
推

進
事

業
（

継
続

）
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３
.活

用
す

る
事

業
内

容
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
※

基
準

値
は

R6
年

度
末

に
お

け
る

各
事

業
実

績
とし

て
い

る
。 

目 標
 

区 分
 

事
業

名
 

基
準

値
 

Ｒ
７

 
実

績
 

⾒
込

 
目

標
値

 
５

ヶ年
間

の
事

業
(量

)内
容

 
総

事
業

費
 

（
千

円
）

 

①
 

 
とっ

とり
農

山
村

資
源

保
全

活
動

推
進

事
業

 

39
 

地
域

/
年

 

43
 

地
域

/
年

 

50
 

地
域

/
年

 

 中
山

間
地

域
に

お
け

る
人

手
不

⾜
、後

継
者

不
⾜

等
へ

の
効

果
的

な
支

援
とし

て
、⼤

学
生

や
一

般
社

会
人

な
どか

ら構
成

され
る

農
山

村
ボ

ラン
テ

ィア
を

派
遣

す
る

取
組

を継
続

的
に

進
め

、５
ヶ年

で
農

山
村

ボ
ラン

テ
ィア

の
受

⼊
集

落
（

地
域

）
を

５
０

集
落

（
地

域
）

/年
ま

で
拡

⼤
す

る
。 

55
,8

89
 

 
共

生
の

⾥
推

進
加

速
化

事
業

 
 
む

ら・
ま

ち
支

え
合

い
共

生
促

進
事

業
 

累
計

 
19

 
地

区
 

累
計

 
20

 
地

区
 

累
計

 
20

 
地

区
 

 中
山

間
地

域
に

お
け

る
人

手
不

⾜
、後

継
者

不
⾜

等
へ

の
効

果
的

な
支

援
とし

て
、農

村
集

落
と企

業
や

市
街

地
住

⺠
組

織
等

の
多

様
な

サ
ポ

ー
ター

との
マッ

チ
ング

を
継

続
的

に
す

す
め

、
５

ヶ年
で

累
積

協
定

地
区

数
を２

０
地

区
ま

で
拡

⼤
す

る
。 

12
,0

47
 

②
 
 
農

村
防

災
体

制
強

化
事

業
 

2
回

/年
 

2
回

/年
 

2
回

/年
 

 た
め

池
等

の
防

災
・減

災
に

向
け

た
取

組
や

農
地

・農
業

⽤
施

設
災

害
に

関
す

る
技

術
向

上
研

修
会

等
を

実
施

す
る

こと
で

普
及

・啓
発

を
⾏

う。
 

18
9 

③
 
 
た

め
池

管
理

適
正

化
・防

疫
対

策
推

進
事

業
  

ー
 

―
 

１
件

 
た

め
池

の
適

正
管

理
・防

災
意

識
向

上
を図

る
た

め
、貯

水
量

調
査

を
実

施
し、

水
上

ドロ
ー

ン
で

の
簡

易
測

量
⽅

法
の

確
⽴

を目
指

す
。ま

た
「池

⼲
し」

実
施

に
よ

る
効

果
を検

証
し、

た
め

池
の

管
理

手
法

を管
理

者
に

啓
発

す
る

。 
9,

08
4 

④
 
 
DX

を
活

⽤
した

農
業

水
利

施
設

管
理

推
進

事
業

 
33

件
/ 

年
 

77
件

/
年

 
85

件
/

年
 

 農
業

者
が

安
心

して
営

農
に

取
り組

め
る

環
境

を
整

備
す

る
た

め
、「

DX
を活

⽤
した

施
設

監
視

シ
ス

テ
ム

の
構

築
」に

よ
り農

家
等

に
よ

る
農

業
水

利
施

設
の

監
視

体
制

を
支

援
し、

「農
家

や
管

理
者

の
維

持
管

理
意

識
を

向
上

」す
る

こと
に

よ
り適

時
・適

切
な

維
持

管
理

を
推

進
し、

５
ヶ年

で
シ

ス
テ

ム
を

活
⽤

した
施

設
点

検
結

果
の

登
録

数
を８

５
件

／
年

とな
る

よ
う啓

発
す

る
。 

11
,8

69
 

計
画

年
度

 
令

和
7

年
度

 
令

和
８

年
度

 
令

和
９

年
度

 
令和

10
年度

 
令

和
1１

年
度

 
合

計
 

計
画

概
算

事
業

費
 

（
R7

は
実

績
⾒

込
、R

8~
11

予
算

要
求

額
）

 
24

,8
58

 
20

,7
30

 
14

,6
30

 
14

,6
30

 
14

,2
30

 
89

,0
78
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１ 事業の概要

大学生
一般社会人

企業
（従業員や家族）

市街地住民
（町内会や公民館）

●農業従事者の高齢化

●農業従事者の減少

●維持保全管理（直接⽀払等あるが）
集落での共同活動が⼤きな負叕
（農地や⽔路等の草刈、泥上げなど）

●農村のマンパワー不⾜による閉塞感
を打開したい

●農村集落・地域の農業を盛り上げる
きっかけがほしい

中⼭間地域では高齢化や叕い⼿不⾜から、これまで集落の共同作業で⾏ってきた農地や⽔路等の保
全管理ができなくなってきており、これに伴う住⺠の閉塞感も高まっている。
このため、農⼭村ボランティアや社会貢献に前向きな企業や市街地自治会等、多様な外部サポー

ターとの協働により、新たに農地等地域資源の保全管理に取り組む集落を⽀援し、地域の活性化を図
るものである。

と
っ
と
り
共
生
の
里

みんなで取り組む農山村保全活動支援事業みんなで取り組む農山村保全活動支援事業

（とっとり農山村資源保全活動推進事業）

（共生の里推進加速化事業）

（むら・まち支え合い共生促進事業）

鳥取県農業生産１千億円達成プランへの位置付け鳥取県農業生産１千億円達成プランへの位置付け

重点分野基本方針

①叕い⼿の育成・確保１０年後を⽀える多様な叕い⼿
が活躍できる環境を整えます ②農業分野における働き方改革・デジタル社会の推進

③⽔田農業の収益性向上産地⼒をアップし、農業所得を
高めます ④園芸産地の基盤強化

⑤収益性の高い畜産経営の実現

⑥食パラダイス鳥取県ブランドの強化「食パラダイス鳥取県」の魅⼒
を国内外に発信します

⑦輸出強化による新たなマーケットの拡⼤

⑧中⼭間地域など地域農業の推進と生産基盤の整備・保全
●とっとり共生の⾥協定締結累積数
H28時点:12地区 ⇒R7実績⾒込:20地区(R16目標:20地区)

●農⼭村ボランティア派遣地区数
H28時点:40地区 ⇒R7実績⾒込:43地区(R16目標:50地区)

地域の農業を元気にし、農とと
もに活きる鳥取県を実現します

⑨農村地域の防災・減災対策の強化

⑩農とともに活きる鳥取県

⑪持続可能な農業の推進

・低コスト稲作技術の導入推進
（農地法⾯管理省⼒化技術の推進）

・DXを活⽤した農業⽔利施設管理
・日本型直接⽀払
・農地中間管理機構連携
・農業⽤施設の⻑寿命化

・ため池防災減災対策
・農村防災体制強化事業
・田んぼダムの推進
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梨・柿農家⽀援、梨カレー、柿プリン、
シロップ等の６次産業化

商品化予定の梨葉クッキー

地域資源（菖蒲園）の維持保全、
イベント実施 等

高齢化・後継者不⾜の進⾏により、農地や農業⽤⽔路などの維持管理が困難になっている農⼭村集落に「農⼭村
ボランティア」を派遣し、農地など地域資源の保全管理を⽀援します。このボランティア派遣を⾏う事務局業務を⺠間
団体に委託するものです。

２ 農山村ボランティア （とっとり農山村資源保全活動推進事業）

令和７年度ボランティア派遣状況（1月末時点）※（ ）は当初契約数量、

●農⼭村災害ボランティア業務の実施
近年、激甚化する災害に対して迅速な派遣を⾏うため、関係機関への事前の情報共
有、派遣スキームの検証を実施（災害が発生した場合）。
●農村活性化企画の実施・展開
農村活性化企画について、県内各地域で継続、展開することにより、中⼭間の持続
可能な維持・発展に繋げる。

東部

中部

西部

参加人数継続地区新規地区派遣集落数受託者地区名
201人（45回）38回（5回）8回22集落bankup東部
116人（22回）23回（3回）1回7集落bankup中部
213人（37回）37回（5回）3回14集落bankup⻄部

近年のボランティア派遣実績

次年度以降の取組

農村活性化企画の実施・展開
＜近年の取組状況＞
 派遣遣地区数・参加人数と
もに増加傾向。

 市町村叕当者会議や多面
的機能⽀払交付⾦に係る説
明会で農村等へ事業周知を
⾏い、派遣地区増に努めてい
る。

 農村活性化を目的とし、６
地域で農村活性化企画を実
施。

 災害発生時の復旧、営農⽀
援のため、災害派遣ボランティ
アをメニューに追加。関係機
関と調整・連携している。
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３ とっとり共生の里

協定者
(上段:集落、下段:企業)

協定締結
日市町名地区名

・伯耆町二部地区活性化推進機構
・東亜⻘果 ※補助事業設⽴前実績

―
（※）

伯耆町
東亜⻘果二部地区

・余⼾集落
・旺方トレーディングH27.3.20鳥取市

佐治町余⼾地区

・⼩船集落
・因幡地区郵便局⻑会H27.3.20若桜町⼩船地区

・五⽉⽥集落
・鳥取銀⾏H27.3.20智頭町五⽉⽥地区

・菅福地区連合自治会
・伯耆地区郵便局⻑会H27.8.8日野町菅福地区

・鳥取県生活協働組合
（外９団体）R3.3.14八頭町船岡地区

（３期目）

・御机集落
・ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽH28.7.2江府町御机地区

・東⼩⿅集落
・東京海上日動火災保険Ｈ29.3.18三朝町東⼩⿅地区

・宮⽥集落
・損保ジャパン日本興亜H29.5.12日南町宮⽥地区

・会下集落
・三井住友海上火災保険H29.7.23鳥取市

気高町会下地区

・東郷地区むらづくり協議会
・⼭陰酸素グループH29.9.16鳥取市東郷地区

・清⽔の恵みを守る会
・明治安⽥生命保険相互会社R5.3.8鳥取市

気高町気高町殿地区

・共生の⾥なわしろ
・鳥取瓦斯株式会社R5.5.23鳥取市

国府町楠城地区

協定者
(上段:集落、下段:団体)協定締結日市町名地区名

・屋住集落
・醇風地区公⺠館H27.5.18鳥取市

⽤ÿ町屋住地区

・河本集落
・富桑地区公⺠館H27.5.18鳥取市

佐治町河本地区

・福園集落
・城北地区まちづくり協議会H28.3.25鳥取市

佐治町福園地区

・日光地区協議会
・義方校区自治連合会H28.5.28伯耆町日光地区

・あいみ富有の⾥地域振興協議会
・就将地区自治連合会H28.7.24南部町あいみ富有の

⾥地区

・南さいはく地域振興協議会
・明道地区自治連合会H29.7.13南部町南さいはく

地区

[とっとり共生の里 協定地区一覧] [むら・まち支え合い共生の里 協定地区一覧]

●むら・まち⽀え合い共生の⾥●とっとり共生の⾥事業名
３年間５年間協定期間

1〜2年目 390千円 3年目 195千円1〜3年目 600千円 4〜5年目 300千円補助⾦
県2/3,市町1/3 お試しとして単年度⽀援210千円

農作業機械の購⼊リース／加⼯⽤機材・調理⽤器具の購⼊リース／野菜の種苗、肥料代／パン
フレット等の作成経費／交流会や収穫祭に係る経費／その他活動に必要な経費 など補助対象

[助成制度]

3

中⼭間地域の農村と企業や市街地住⺠が連携し、農地や農業⽤⽔路などの地域資源の保全活動を⾏いながら、
遊休農地の再生や農産物の生産、加⼯品づくりなどに取組み、農業農村の活性化につなげていきます。

◇今後の取組み◇
・引き続き事業のPRを実施し、共生の⾥に興味を持つ地域とマッ
チング可能な企業を探す。
・現在活動中の地域が、協定期間終了後も継続して活動してい
けるよう、⽀援を継続する。

備考協定予定者
（上段:集落、下段:企業）市町名地区名

R8年度協定締結予定・吉川YCC
・因幡地区郵便局⻑会若桜町吉川

R8.3協定締結予定・尾⾒共生の⾥実⾏委員会
・住友生命保険相互会社智頭町尾⾒

単年度で活動終了予定・いざなぎ振興協議会
・株式会社さんびる智頭町那岐

[単年度活動実施地区]
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DXを活⽤した農業⽔利施設管理推進事業DXを活⽤した農業⽔利施設管理推進事業

① 施設監視のデジタル化（点検アプリの開発）
② WEBシステムへの情報蓄積・運⽤管理
③ 管理者へ施設点検の呼びかけと現場での技術的指導
⇒R7点検率は91％まで向上（R4年⽐51%増）

④ 点検結果を踏まえた施設の健全度評価
⑤ 有識者を含む委員会における劣化状況の評価と保全対策の検討
⑥ 施設管理者向け研修会の開催

①⿃取県農業⽔利施設サポートセンターの役割

②施設監視・点検のシステム化（管理の効率化、⾼度化）

③施設管理者への伴⾛型⽀援

１ 事業の背景、概要

２ 事業のイメージ、実施状況

３ 令和７年度の実施内容と今後の予定
＜R７年度の取組概要＞

＜これまでの取組状況と今後の予定＞
R2年度︓施設管理の実態調査を踏まえ、効率的な施設管理を⾏うためのシステム化の検討。
R3年度︓施設管理者に複数のデータベースシステムを試験的に使⽤してもらい、その効果を検証。
R4年度︓データベースシステム（WEB）の決定。システム構築にむけた点検データの収集・分析。
R5年度︓収集・分析した点検データや観測点をシステムへ蓄積し、システム構築を図る。
R6年度︓WEBシステムの本格運⽤開始。スマホによる施設点検の導⼊により、更なる管理省⼒化を図る。

農家・管理者等の施設管理に対する技術向上・理解促進のための研修会の実施。
R7年度︓施設点検⼊⼒に特化したアプリの導⼊とセンターの積極的な声掛けにより点検率が⼤幅増。
R8年度︓点検率100％の達成を目指すとともに、暗渠部など目視確認が難しい箇所での点検手法を実証。
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 農業⽔利施設の⽼朽化が進む中、農業者の急速な減少や高齢化、叕い手への農
地集積の進展により管理体制が脆弱化し、適切な保全管理が困難になっている。

 県内８５の基幹的農業⽔利施設の保全対策には、令和３年度からの４０年間で
年平均１６施設、７６７百万円と多額の事業費が必要。事業費の低減・平準化
のためにも早期の対策着手が望まれるが、管理者による点検・評価が不⼗分なため
具体的な対策検討へ移⾏できていない。

 農業⽔利施設の保全対策を着実に実施するため、令和６年度4⽉に「鳥取県農業
⽔利施設サポートセンター」を鳥取県⼟地改良事業団体連合会内に設置。管理者
の点検作業を伴⾛型⽀援するとともに、有識者を含む委員会において施設の劣化予
測や対策検討を⾏うことで、適切な保全管理を推進する。

日常点検・監視
施設管理者

センターの伴⾛型⽀援により、
点検と評価のｻｲｸﾙが回り始めている

今後の劣化予測・対策検討

保全対策、管理⽔準変更

委員会

県・市町村

劣化状況評価
センター

記
録
票
提
出
91
％

評価が低下した場合

適
切
な
対
策
実
施
後
、
点
検
評
価
を
続
け
る

継
続
監
視

合意形成、負叕⾦積⽴
管理者・地元

施設点検の現場指導

研修会（ｽﾏﾎ点検講習）

40% 45%
62%

91%
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ため池管理適正化・防疫対策推進事業ため池管理適正化・防疫対策推進事業

①管理状況調査 各管理者へのヒアリングを実施（５１か所）
②貯⽔量調査 ⽔上ドローンの測量を実施、またマルチビーム及びUAVレーザー等詳細測量
（４か所うち詳細測量併せ実施３箇所）
③ 池干し状況調査 上記①と併せて池干しの状況調査を実施
④ 野鳥に関する論⽂等の調査

①〜④について鳥取⼤学へ業務委託し実施中

ため池に係る管理状況調査の結果等から、池干しによる取⽔機能や⼟砂吐機能に与える効果検証に向け、現地状況を
踏まえたため池の選定や検討等を⾏う。

①ため池に係る管理状況調査

②ため池に係る貯⽔量調査

③ため池に係る池干しが取⽔機能に与える状況調査

１ 事業の概要、背景

２ 事業の実施状況

３ これまでの実施内容と今後のスケジュール
＜R６〜７年度の取組概要＞

＜各取組のスケジュール（予定）＞

R６年度︓管理状況，貯⽔量調査，池干し状況調査
R７年度︓管理状況，貯⽔量調査，池干し状況調査，池干し効果検証ため池選定、啓発パンフレット(案)作成
R８年度︓貯⽔量調査，池干し効果検証，⽔上ドローンによる簡易測量方法の確⽴、啓発パンフレット作成

防災重点農業⽤ため池の「管理方法・管理体制」や「池干し」について、関係者へのヒアリングを⾏い、管理方法・管理体制
の実態把握を⾏うとともにこれを分析することで、ため池管理の手法や体制の適正化及び地域防災体制の強化につなげる。

ため池の適正管理・防災意識向上を図るため、管理の実態調査の実施及び、
「池干し」の実施による効果を検証し、管理手法を管理者に啓発する。
併せて、池干しの多面的機能効果である鳥インフルエンザに対する防疫対策
の充実を図る。

※「池干し」とは、
⽔利⽤の少ない冬期等に⼀定期間（２〜３か⽉間）⽔を抜き、底泥を乾
燥させることで、富栄養化した⽔の排出、底泥の洗い流し、アオコの発生要因で
ある栄養塩類の溶出抑制、藻類増殖抑制等による⽔質改善を⾒込むことがで
きる。
また、「池干し」により、普段⾒えない堤や取⽔⼝が⾒えるようになり、ため池の点
検を⾏うこともできるとともに⼟砂吐にて堆積⼟砂を排出をすることができる。

⽔上ドローンによりため池の貯⽔量を把握するとともに、マルチ
ビーム及びＵＡＶレーザー等による⽐較対象となる詳細測量
を実施することで精度の検証を⾏い、⽔上ドローンによる簡易
測量手法を確⽴する。

調査対象︓防災重点農業⽤ため池︓４か所
（うち詳細測量併せ実施２箇所）

▼池干しが敬遠される理由
・ため池の取⽔管理が⼤変（農業者減
少や後継者不⾜、高齢化等）
・貯⽔量が不明確（かんがい⽤⽔確保の
ため早期にため池を満⽔としたい意識が働
く）

▼正確な貯⽔量がわかれば、
ため池受益農地におけるかんがい必要⽔
量分相当を確保するために、溜め始め時
期を遅らせても⽀障がないことが合理的
に説明でき、池干しへの協⼒が得られやす
いことから、⿃インフル警戒時期（12〜２
⽉）の池干し推進の加速化が期待できる。
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